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第 5 章 環境影響要因の抽出及び環境影響評価項⽬の選定 
5.1 環境影響要因の抽出 

本事業の事業計画をもとに、環境に影響を及ぼすおそれのある要因（以下「環境影響要因」
といいます。）を⼯事中と供⽤時の各段階で、表 5.1-1 に⽰すとおり抽出しました。 

 
表 5.1-1 環境影響要因の抽出 

項⽬ 抽出の理由 

⼯事中 

建設機械の稼働 
・計画建物の建設等のために、対象事業実施区

域内で建設機械が稼働します。 

⼯事⽤⾞両の⾛⾏ 
・資機材の運搬や廃棄物等の搬出を⾏う⾞両が

周辺道路を⾛⾏します。 

地下掘削・盛⼟ 
・計画建物の建設（地下躯体）のために地下を

掘削します。 
・盛⼟による地盤の嵩上げをします。 

建物の建設 ・計画建物を新設します。 

供⽤時 

施設の存在 建物の存在 ・計画建物が出現します。 

施設の供⽤ 
建物の供⽤ 

・計画建物に設置する熱源施設や、その他の設
備機器が稼働します。 

・従業員や協⼒会社等関係者が施設を利⽤しま
す。 

・薬品等を使⽤します。 

関係⾞両の⾛⾏ 
・計画建物を利⽤する関係⾞両が周辺道路を⾛

⾏します。 
 

5.2 環境影響評価項⽬の選定 
環境影響要因の抽出を踏まえ、地域の概況及び周辺地域等の環境特性、地域特性を勘案し、

環境影響評価を⾏う項⽬（以下「環境影響評価項⽬」といいます。）を表 5.2-1 に⽰すとおり
整理しました。 

なお、⼯事中及び供⽤時の各時期で環境影響評価項⽬として選定した理由及び選定しない
理由は、表 5.2-2(1)〜(4)及び表 5.2-3(1)〜(3)に⽰すとおりです。 
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表 5.2-1 環境影響要因と環境影響評価項⽬の関連表 

区分 ⼯事中 
供⽤時 

施設の 
存在 

施設の供⽤ 

環境の保全及び 
創造に向けた 
基本的な考え⽅ 

環境影響 
評価項⽬ 

環境影響要因 建
設
機
械
の
稼
働 

⼯
事
⽤
⾞
両
の
⾛
⾏ 

地
下
掘
削
・
盛
⼟ 

建
物
の
建
設 

建
物
の
存
在 

建
物
の
供
⽤ 

関
係
⾞
両
の
⾛
⾏ 細⽬ 

地球環境への負荷の低減 温室効果ガス 温室効果ガス      ●  

⾝近な⾃然環境の 
保全・再⽣・創造 

⽣ 物 
多様性 

動物 動物    ○ ○   
植物 植物    ○ ○   
⽣態系 ⽣態系    ○ ○   

⽔循環 
地下⽔位及び湧⽔の流量        
河川の形態、流量        
海域の流況        

安⼼して 
快適に⽣活できる 
⽣活環境の保全 

廃棄物・ 
建設発⽣⼟ 

⼀般廃棄物      ●  
産業廃棄物    ●  ●  
建設発⽣⼟   ●     

⼤気質 ⼤気汚染 ● ●    ● ● 

⽔質・底質 
公共⽤⽔域の⽔質        
地下⽔の⽔質        
公共⽤⽔域の底質        

⼟壌 ⼟壌汚染        
騒⾳ 騒⾳ ● ●    ● ● 
振動 振動 ● ●     ● 
地盤 地盤沈下        
悪臭 悪臭        
低周波⾳ 低周波⾳        
電波障害 テレビジョン電波障害     ●   

⽇影 
⽇照阻害     ●   
シャドーフリッカー        

⾵害 局地的な⾵向・⾵速        

安全 

⼟地の安定性        
浸⽔        
⽕災・爆発      ●  
有害物漏洩      ●  
実験動物の逸⾛※      ○  

快適な地域環境の確保 

地域社会 
地域分断        
交通混雑  ●    ● ● 
歩⾏者の安全  ●     ● 

景観 景観     ●   
触れ合い活動の場 触れ合い活動の場        
⽂化財等 ⽂化財等        

注）●は選定した項⽬を⽰します。 
  ○は⽅法市⻑意⾒書をふまえ、選定した項⽬・細⽬を⽰します。 
※：本事業の事業特性を考慮し、追加した細⽬。 
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表 5.2-2(1) 環境影響評価項⽬を選定した理由・選定しない理由（⼯事中） 
環境影響評価項⽬ 選定の 

有無 選定した理由・選定しない理由 ⼤項⽬ 細⽬ 

温室効果ガス 温室効果ガス × ⼯事に起因する温室効果ガス排出量は⼀時的と考
えられることから、評価項⽬として選定しません。 

⽣物多様性 

動物 ● 

対象事業実施区域の⻄側敷地と東側敷地は、⼯場⽤
地として既に⼈⼯的な改変を受けた区域であり、まと
まりのある⾃然環境はほとんどなく、現在は既存建物
の解体⼯事や敷地全体の更地化等が進められていま
す。また、既存の橋の撤去（ひさご橋・動⼒橋）や更
新（通⾏橋）、仮設⼯事を⾏いますが、河川区域に著し
い改変を加えるものではありません。河川内での作業
は、原則として渇⽔期を主とし作業時期を極⼒限定す
ることで配慮するとともに、既存の橋脚の撤去に際し
ては、橋脚周囲等に⼟留等を施しながら⼟砂等の流出
を抑制します。更新後の橋（通⾏橋）は、河川区域内
に橋脚を設けず、⻄側敷地と東側敷地のそれぞれに橋
脚を設ける計画です。 

しかしながら、⼯事に起因する⽣物多様性への影響
に不確実性があるため、評価項⽬として選定します。 

 

植物 ● 

⽣態系 ● 

⽔循環 

地下⽔位及び湧⽔の流量 × 

本事業では地下に構造物を建設する計画ですが、地
下１階を有する建物は⼀部であり、⼤部分の建物は免
震ピットのみであることから、地下⽔位に著しい影響
を及ぼすおそれはないと考えます。また、対象事業実
施区域周辺に湧⽔地点はありません。そのため、本事
業が地域の⽔循環に著しい影響を及ぼすおそれはな
いと考えることから、評価項⽬として選定しません。 

河川の形態、流量 × 

既存の橋の撤去（ひさご橋・動⼒橋）や更新（通⾏
橋）に伴い、河川区域内で作業のための仮設⼯事や橋
の撤去・設置及びその後の仮設の復旧⼯事をします
が、河川区域に著しい改変を加えるものではありませ
ん。⼯事にあたっては、河川内での作業は原則として
渇⽔期を主とし作業時期を極⼒限定することで配慮
するとともに、河川管理者である神奈川県の指導に基
づき流量規制範囲内で⼯事をする計画です。また、⼯
事中の排⽔は、沈砂槽等により下⽔の⽔質基準以下に
処理を⾏った後に公共下⽔道に放流する計画です。そ
のため、河川の形態、流量に著しい影響を及ぼすおそ
れはないことから、評価項⽬として選定しません。 

海域の流況 × 本事業では海岸線等の改修計画等はないことから、
評価項⽬として選定しません。 

廃棄物・ 
建設発⽣⼟ 

⼀般廃棄物 × 
建設副産物として想定される⼀般廃棄物（現場事務

所等における⽣ごみ、新聞、雑誌等の廃棄物）は少な
いと考えることから、評価項⽬として選定しません。 

産業廃棄物 ● 
本事業の⼯事中には、計画建物の建設等に伴い、産

業廃棄物の発⽣が想定されることから、評価項⽬とし
て選定します。 

建設発⽣⼟ ● 
本事業では地下に構造物（地下階等）を建設する計

画です。そのため、地下掘削に伴う建設発⽣⼟が⽣じ
ることから、評価項⽬として選定します。 

注）表中の下線部は、⽅法市⻑意⾒書を踏まえた主な修正内容。 
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表 5.2-2(2) 環境影響評価項⽬を選定した理由・選定しない理由（⼯事中） 
環境影響評価項⽬ 選定の 

有無 選定した理由・選定しない理由 ⼤項⽬ 細⽬ 

⼤気質 ⼤気汚染 ● 

⼯事中の建設機械の稼働及び⼯事⽤⾞両の⾛⾏に
伴う排出ガスが対象事業実施区域周辺の⼤気質に影
響を及ぼすおそれがあることから、評価項⽬として選
定します。 

⽔質・底質 

公共⽤⽔域の⽔質 × 

本事業の⼯事中に⽣じる排⽔は、沈砂槽等により下
⽔の⽔質基準以下に処理を⾏った後に公共下⽔道に
放流する計画です。また、既存の橋の撤去（ひさご橋・
動⼒橋）や更新（通⾏橋）に伴い、河川区域内で作業
のための仮設⼯事や橋の撤去・設置及びその後の仮設
の復旧⼯事をしますが、河川区域に著しい改変を加え
るものではありません。河川内での作業は、原則とし
て渇⽔期を主とし作業時期を極⼒限定することで配
慮するとともに、既存の橋脚の撤去に際しては、橋脚
周囲等に⼟留等を施しながら⼟砂等の流出を抑制し
ます。更新後の橋（通⾏橋）は、河川区域内に橋脚を
設けず、⻄側敷地と東側敷地のそれぞれに橋脚を設け
る計画です。そのため、公共⽤⽔域の⽔質・底質、地
下⽔の⽔質に著しい影響を及ぼすおそれはないこと
から、評価項⽬として選定しません。 

地下⽔の⽔質 × 

公共⽤⽔域の底質 × 

⼟壌 ⼟壌汚染 × 

対象事業実施区域は、⼟壌汚染対策法に基づく形質
変更時要届出区域に指定（平成 28 年７⽉５⽇・指-111）
されていますが、※現⼟地所有者により⼟地の引渡し
までに、法令等に基づき当該指定に関して、⼟壌の⼊
替え等適切な対策が図られる予定です。また、本事業
にあたっては、⼯事着⼿時に⼟壌汚染対策法第４条第
１項に基づく届出を⾏う予定であり、関係機関と協議
の上、法令等に基づき適切な対応を図ってまいりま
す。なお、「⼟壌汚染対策法施⾏令の⼀部を改正する政
令」により、平成 29 年４⽉から、⼟壌汚染対策法の特
定有害物質の項⽬として新たにクロロエチレンが追
加指定されています。 

そのため、評価項⽬として選定しません。 

騒⾳ 騒⾳ ● 

⼯事中の建設機械の稼働及び⼯事⽤⾞両の⾛⾏に
伴う騒⾳が、対象事業実施区域周辺の⽣活環境に影響
を及ぼすおそれがあることから、評価項⽬として選定
します。 

振動 振動 ● 

⼯事中の建設機械の稼働及び⼯事⽤⾞両の⾛⾏に
伴う振動が、対象事業実施区域周辺の⽣活環境に影響
を及ぼすおそれがあることから、評価項⽬として選定
します。 

※：表中は準備書時点（平成 30 年８⽉）での記載内容としています。現在（評価書時点）は、旧⼟地所有者
より⼟地の引渡しを受けており、また、旧⼟地所有者により法令等に基づき当該指定に関して、⼟壌の
⼊替え等適切な対策が図られています。 
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表 5.2-2(3) 環境影響評価項⽬を選定した理由・選定しない理由（⼯事中） 
環境影響評価項⽬ 選定の 

有無 選定した理由・選定しない理由 ⼤項⽬ 細⽬ 

地盤 地盤沈下 × 

本事業では地下に構造物を建設する計画ですが、地
下１階を有する建物は⼀部であり、⼤部分の建物は免
震ピットのみであることから、地下⽔位に著しい影響
を及ぼすおそれはないと考えます。また、盛⼟による
対象事業実施区域内の地盤の嵩上げ（浸⽔対策）を⾏
いますが、現況地盤からの盛⼟⾼は最⼤で約２m であ
り、盛⼟にあたっては、圧密沈下の対策として地盤改
良を⾏う圧密促進⼯法等を検討し、対象事業実施区域
周辺への地盤沈下による影響が⽣じないよう計画し
てまいります。計画建物は、沖積層下部の相模層群を
⽀持基盤とする杭基礎を採⽤する計画です。そのた
め、本事業が地域の地盤沈下に対し、著しい影響を及
ぼすおそれはないと考えることから、評価項⽬として
選定しません。 

悪臭 悪臭 × 
本事業では、著しい悪臭を発⽣させる⼯事計画や資

材等の使⽤の予定はないことから、評価項⽬として選
定しません。 

低周波⾳ 低周波⾳ × 

本事業の⼯事では、特殊な⼯法を⽤いる計画はな
く、使⽤する建設機械は市街地の建設⼯事で⼀般的に
使⽤される建設機械であるため、⽇常⽣活に⽀障とな
るような低周波⾳を発⽣させることはないと考えま
す。そのため、対象事業実施区域周辺の⽣活環境に著
しい影響を及ぼすおそれはないと考えることから、評
価項⽬として選定しません。 

電波障害 テレビジョン電波障害 × 

電波障害に関する予測評価は、供⽤時において検討
します。 

⼯事中において、本事業に起因するテレビジョン電
波受信障害が⽣じた場合には、障害の実態を調査、確
認の上、必要に応じて適切な対策を講じます。そのた
め、⼯事中は評価項⽬として選定しません。 

⽇影 

⽇照阻害 × 

⽇照阻害に関する予測評価は、供⽤時において検討
します。 

本事業の⼯事が、対象事業実施区域周辺に対する⽇
照阻害の環境影響要因にはならないと考えることか
ら、⼯事中は評価項⽬として選定しません。 

シャドーフリッカー × 
本事業の⼯事が、対象事業実施区域周辺に対するシ

ャドーフリッカーの環境影響要因にはならないこと
から、評価項⽬として選定しません。 

⾵害 局地的な⾵向・⾵速 × 
本事業の⼯事が、対象事業実施区域周辺の⾵環境を

変化させる環境影響要因にはならないと考えること
から、評価項⽬として選定しません。 
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表 5.2-2(4) 環境影響評価項⽬を選定した理由・選定しない理由（⼯事中） 
環境影響評価項⽬ 選定の 

有無 選定した理由・選定しない理由 ⼤項⽬ 細⽬ 

安全 

⼟地の安定性 × 
対象事業実施区域は平坦地であり、⼯事が斜⾯地の

崩壊や地盤の変形を⽣じさせることはないと考える
ことから、評価項⽬として選定しません。 

浸⽔ × 本事業の⼯事では、周辺地域に浸⽔の影響を及ぼす
おそれはないため、評価項⽬として選定しません。 

⽕災・爆発 × 本事業の⼯事では、可燃物や有害物質を⼤量に蓄積
することはなく、また、関係者以外の⽴ち⼊り等はな
く、⼯事の実施にあたり安全管理について徹底しま
す。そのため、評価項⽬として選定しません。 

有害物漏洩 × 

地域社会 

地域分断 × 
本事業は、従前は⼯場⽤地であった区域において実

施するものであり、地域住⺠の⽇常的な交通経路の分
断はないことから、評価項⽬として選定しません。 

交通混雑 ● ⼯事⽤⾞両の⾛⾏が、周辺道路の交通混雑及び歩⾏
者の安全性に影響を⽣じさせる環境影響要因になる
おそれがあることから、評価項⽬として選定します。 歩⾏者の安全 ● 

景観 景観 × 

本事業の⼯事による対象事業実施区域周辺からの
景観の変化は、⼀時的なものであることから、評価項
⽬として選定しません。 

なお、対象事業実施区域は、住宅地に⾯しているた
め、⼯事にあたっては、清潔感等に配慮した仮設・養
⽣材等の使⽤に努めます。 

触れ合い活動
の場 触れ合い活動の場 × 

本事業は、従前は⼯場⽤地であった区域において実
施するものであり、触れ合い活動の場の改変はありま
せん。また、地域住⺠の⽇常的な交通経路として、周
辺の触れ合い活動の場へつながる主要な交通経路の
分断はありません。既存の橋の撤去（ひさご橋・動⼒
橋）や更新（通⾏橋）に伴い、河川区域内で作業のた
めの仮設⼯事や橋の撤去・設置及びその後の仮設の復
旧⼯事をしますが、⼯事にあたっては、柏尾川沿いの
遊歩道の通⾏に配慮した仮設計画を⽴て、河川内での
作業は原則として渇⽔期を主とし作業時期を極⼒限
定することで配慮するとともに、河川管理者である神
奈川県の指導に基づき⼯事をする計画です。そのた
め、本事業によって触れ合い活動の場に著しい影響を
及ぼすおそれはないと考えることから、評価項⽬とし
て選定しません。 

⽂化財等 ⽂化財等 × 
対象事業実施区域内には⽂化財及び周知の埋蔵⽂

化財包蔵地の記録はないことから、評価項⽬として選
定しません。 
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表 5.2-3(1) 環境影響評価項⽬を選定した理由・選定しない理由（供⽤時） 
環境影響評価項⽬ 選定の 

有無 選定した理由・選定しない理由 ⼤項⽬ 細⽬ 

温室効果ガス 温室効果ガス ● 
建物の供⽤に伴い、設備機器等から定常的に温室効

果ガスを排出することから、評価項⽬として選定しま
す。 

⽣物多様性 

動物 ● 
対象事業実施区域の⻄側敷地と東側敷地は、⼯場⽤

地として既に⼈⼯的な改変を受けた区域であり、まと
まりのある⾃然環境はほとんどなく、現在は既存建物
の解体⼯事や敷地全体の更地化等が進められていま
す。本事業では⻄側敷地に周辺住⺠も利⽤できる憩い
の場となる緑地を可能な範囲で創出していく計画で
すが、⼤規模な⾃然環境の創出までは考えていませ
ん。また、更新後の橋（通⾏橋）は、河川区域内に橋
脚を設けず、⻄側敷地と東側敷地のそれぞれに橋脚を
設ける計画です。 

しかしながら、計画建物の存在による⽣物多様性へ
の影響に不確実性があるため、評価項⽬として選定し
ます。 

 

植物 ● 

⽣態系 ● 

⽔循環 

地下⽔位及び湧⽔の流量 × 
本事業の供⽤時においては、地下⽔の揚⽔は⾏いま

せん。また、更新後の橋（通⾏橋）は、河川区域内に
橋脚を設けず、⻄側敷地と東側敷地のそれぞれに橋脚
を設ける計画です。そのため、本事業の供⽤時に、地
下⽔位及び湧⽔の流量、河川の形態、流量並びに海域
の流況に変化を⽣じさせる環境影響要因はないこと
から、評価項⽬として選定しません。 

河川の形態、流量 × 

海域の流況 × 

廃棄物・ 
建設発⽣⼟ 

⼀般廃棄物 ● 建物の供⽤に伴い、事業系⼀般廃棄物の発⽣が想定
されることから、評価項⽬として選定します。 

産業廃棄物 ● 建物の供⽤に伴い、産業廃棄物の発⽣が想定される
ことから、評価項⽬として選定します。 

建設発⽣⼟ × 供⽤時に建設発⽣⼟は発⽣しないことから、評価項
⽬として選定しません。 

⼤気質 ⼤気汚染 ● 

建物の供⽤に伴い、設置する設備機器の稼働及び関
係⾞両の⾛⾏に伴う排出ガスが、対象事業実施区域周
辺の⼤気質に影響を及ぼすおそれがあることから、評
価項⽬として選定します。 

⽔質・底質 

公共⽤⽔域の⽔質 × 施設の供⽤時の⾬⽔・汚⽔排⽔は、公共下⽔道に放
流する計画です。 

そのため、公共⽤⽔域の⽔質・底質、地下⽔の⽔質
に影響を及ぼすおそれはないことから、評価項⽬とし
て選定しません。 

地下⽔の⽔質 × 

公共⽤⽔域の底質 × 

⼟壌 ⼟壌汚染 × 

本事業では、実験系排⽔管は、地中埋設とせず、⽬
視点検確認が可能な計画とするなど、⼟壌汚染防⽌対
策を図る計画です。 

そのため、新たな⼟壌汚染を及ぼすおそれはないと
考えることから、評価項⽬として選定しません。 

注）表中の下線部は、⽅法市⻑意⾒書を踏まえた主な修正内容。 
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表 5.2-3(2) 環境影響評価項⽬を選定した理由・選定しない理由（供⽤時） 
環境影響評価項⽬ 選定の 

有無 選定した理由・選定しない理由 ⼤項⽬ 細⽬ 

騒⾳ 騒⾳ ● 

計画建物に設置する設備機器の稼働及び関係⾞両
の⾛⾏に伴う騒⾳が、対象事業実施区域周辺の⽣活環
境に影響を及ぼすおそれがあることから、評価項⽬と
して選定します。 

振動 振動 ● 
関係⾞両の⾛⾏に伴う振動が、対象事業実施区域周

辺の⽣活環境に影響を及ぼすおそれがあることから、
評価項⽬として選定します。 

地盤 地盤沈下 × 本事業では、地盤沈下を招くような地下⽔の揚⽔は
⾏わないことから、評価項⽬として選定しません。 

悪臭 悪臭 × 

本事業では、実験施設及び実験動物飼育施設の排気
の対策として、必要に応じて脱臭装置や有害化学物質
を除去するスクラバー等を設置する計画です。 

そのため、対象事業実施区域周辺に臭気による影響
を及ぼすおそれはないと考えることから、評価項⽬と
して選定しません。 

低周波⾳ 低周波⾳ × 

本事業では低周波⾳を著しく発⽣させる設備機器
の導⼊計画はありません。また、設備機器は、定期的
なメンテナンスを実施することで、周辺への影響を及
ぼさないように機能維持に努めます。 

そのため、評価項⽬として選定しません。 

電波障害 テレビジョン電波障害 ● 
計画建物の出現により、対象事業実施区域周辺のテ

レビジョン電波受信状況を変化させるおそれがある
ことから、評価項⽬として選定します。 

⽇影 

⽇照阻害 ● 
計画建物の出現により、対象事業実施区域周辺の⽇

照状況を変化させるおそれがあることから、評価項⽬
として選定します。 

シャドーフリッカー × 
本事業では、シャドーフリッカーを⽣じさせる施設

の設置等はないことから、評価項⽬として選定しませ
ん。 

⾵害 局地的な⾵向・⾵速 × 

計画建物の最⾼⾼さは約 31ｍであり、対象事業実施
区域周辺の⾵環境を著しく変化させるおそれはない
と考えることから、評価項⽬として選定しませんが、
資料編において、「⾵環境の変化の程度」についての検
討結果を⽰します。 

 
注）表中の下線部は、⽅法市⻑意⾒書を踏まえた主な修正内容。 
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表 5.2-3(3) 環境影響評価項⽬を選定した理由・選定しない理由（供⽤時） 
環境影響評価項⽬ 選定の 

有無 選定した理由・選定しない理由 ⼤項⽬ 細⽬ 

安全 

⼟地の安定性 × 

対象事業実施区域は平坦地であり、事業の実施等に
より斜⾯地の崩壊や地盤の変形を⽣じさせる環境影
響要因はないことから、評価項⽬として選定しませ
ん。 

浸⽔ × 

対象事業実施区域の利⽤形態は、従前の⼯場⽤地で
あった利⽤形態と同様で、対象事業実施区域の⻄側敷
地と東側敷地の⾬⽔は、集⽔し⾬⽔流出抑制槽等へ導
き、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」により定
められた放流量まで洪⽔調節した後、公共下⽔道に放
流する計画です。また、対象事業実施区域は「⼾塚区
洪⽔ハザードマップ（想定条件：24 時間に 290mm の
降⾬）」（横浜市総務局 平成 26 年３⽉）において、浸
⽔想定区域に指定されていることから、本事業により
地盤の嵩上げによる対策を図ります。 

そのため、洪⽔・浸⽔への対応を図ることから、評
価項⽬として選定しません。 

⽕災・爆発 ● 本事業では、薬品等を使⽤し、放射性同位体、実験
動物、微⽣物並びに遺伝⼦組換え⽣物を取り扱うこと
から、評価項⽬として選定します。 

有害物漏洩 ● 
実験動物の逸⾛※ ● 

地域社会 

地域分断 × 
本事業は、従前は⼯場⽤地であった区域において実

施するものであり、地域住⺠の⽇常的な交通経路の分
断はないことから、評価項⽬として選定しません。 

交通混雑 ● 関係⾞両の⾛⾏が、周辺道路の交通混雑及び歩⾏者
の交通安全を変化させるおそれがあることから、評価
項⽬として選定します。 歩⾏者の安全 ● 

景観 景観 ● 
計画建物の出現により、対象事業実施区域周辺から

の景観を変化させるおそれがあることから、評価項⽬
として選定します。 

触れ合い活動
の場 触れ合い活動の場 × 

本事業は、従前は⼯場⽤地であった区域において実
施するものであり、触れ合い活動の場の改変はありま
せん。また、地域住⺠の⽇常的な交通経路として、周
辺の触れ合い活動の場へつながる主要な交通経路の
分断はありません。更新後の橋（通⾏橋）は、河川区
域内に橋脚を設けず、⻄側敷地と東側敷地のそれぞれ
に橋脚を設け、柏尾川沿いの遊歩道を遮らない計画で
す。そのため、本事業によって触れ合い活動の場に影
響を及ぼすおそれはないと考えることから、評価項⽬
として選定しません。 

⽂化財等 ⽂化財等 × 
対象事業実施区域内には⽂化財及び周知の埋蔵⽂

化財包蔵地の記録はないことから、評価項⽬として選
定しません。 

注）表中の下線部は、⽅法市⻑意⾒書を踏まえた主な修正内容。 
※：本事業の事業特性を考慮し、追加した細⽬。 
 


